
平成１８年１１月２９日号（第１１号）

11月22日から11月28日までの犯罪認知状況

この１週間で４５件の被害届を受理しました。主な被害状況は次のとおりです。

１ ひったくり～２件（犯人を目撃した方がいましたら下記までご連絡を下さい）
発生日時 発生場所 犯人の人相着衣等 逃走方向 被害状況
１１／２２ 南流山 南流山２ 歩行中に被害1-19-1 若い感じの男､上衣色不明のジャンパー、白色フルフェイス型
１９：００ 先路上 丁目方向ヘルメット利用
１１／２７ 東深井 野田方向 自転車乗車中年齢２０歳くらいの男､自転車利用

（前カゴ内）９：０３ 先路上 に被害383-1

２ 主な犯罪認知状況
罪 種 件 数 被 害 場 所

１件 南流山３丁目自動車盗難
南流山１丁目(２件 、南流山６丁目、南流山７丁目、）

１１件 南流山８丁目、鰭ヶ崎、名都借、西深井、流山９丁目、
街
車上ねらい

野々下５丁目、富士見台１丁目
頭

南流山４丁目(２件)、南流山２丁目、大字流山、
犯

部品ねらい ６件 向小金３丁目、加３丁目
罪

０件傷害
１件 向小金１丁目侵 空き巣
０件入 忍び込み
０件犯 事務所荒らし
１件 前ヶ崎罪 出店荒らし
１件 江戸川台西１丁目住居侵入
１０件 路上に放置した自転車の被害が多発しています。そ 自転車盗難
２件 流山９丁目、南流山７丁目の 器物損壊
１０件 万引きや置き引きなどがありました。他 その他

〈空き巣被害を防止しましょう〉
帰省や初詣などで、年末年始は何かと家を空けてしまいがちです。空き巣は侵入盗の

約半数を占めており、鍵の閉め忘れなどのちょっとした油断で、誰もが被害者になり得
るのです。
【対策】

。 、 、○ 留守であることを悟られないこと 長時間家を空けるときは 新聞の配達を止める
、 。近所の人に声をかける 郵便物は近所の方に預かってもらうなどの措置をしましょう

○ 犯人は侵入する家を下見します。不審人物を見かけたら警察に通報を！
○ 貴重品類についても、施錠設備があり容易に持ち出せない金庫などにしまう、銀行
や親類など信用できる場所に預ける、自分で常時携帯するなど、被害にあわないよう
措置しましょう。

○ できれば扉に補助錠を追加し、窓には防犯フィルムなどを貼りましょう。犯人は侵
入に５分以上かかると、犯行をあきらめる傾向があります。
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